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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種の情報を示す出力信号を外部の表示装置に出力する外部出力手段と、
　予め記憶された、いくつかの前記外部の表示装置用のレイアウトパターンの中から選択
したレイアウトパターンのフォーマットに従って前記情報を前記外部の表示装置の画面上
に配置するレイアウト処理手段と、
を具備することを特徴とする移動電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、各種情報の表示方法に特徴を有する移動電話装置に関する。
なお、本明細書において、「移動電話装置」は、携帯電話装置，ＰＨＳ（パーソナルハン
ディフォンシステム）電話装置，衛星移動電話装置など、持ち運び可能な全ての電話装置
を含む。
【０００２】
【従来の技術】
従来、移動電話装置は、小型の表示装置（例えば、液晶表示装置、以下「ＬＣＤ」と称す
る）を具備し、該小型表示装置を使用して各種表示を行っていた。
例えば、ＰＨＳ電話装置では、短い文章（以下、「メール」と称する）を受信し、該メー
ルを上記小型表示装置に表示することができる。



(2) JP 4255567 B2 2009.4.15

10

20

30

40

50

また、上記メールは、近年、より長文化の傾向にあり、更に、画像が添付される場合もあ
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の移動電話装置においては、表示装置の画面が小さく、そのため、例えば
、ＰＨＳ電話装置の場合、メールの確認時および入力・編集時に文字が小さく読みづらい
、という問題があった。
また、上述したような長文化されたメールや、画像が添付されたメールについては、該メ
ールの全内容を一度に表示させることができない、という問題があった。
【０００４】
この発明は、このような背景の下になされたもので、各種情報を大きくかつ多量に表示す
ることができる移動電話装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る移動電話装置は、各種の情報を示す出力信号を外部の表示装置に出力する
外部出力手段と、予め記憶された、いくつかの前記外部の表示装置用のレイアウトパター
ンの中から選択したレイアウトパターンのフォーマットに従って前記情報を前記外部の表
示装置の画面上に配置するレイアウト処理手段と、を具備することを特徴とする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施形態について説明する。
図１は、この発明の一実施形態による移動電話装置の使用例を示す説明図である。
この図に示すように、本装置１は、市販のビデオケーブル２を使用して、市販のテレビジ
ョン装置（以下、「ＴＶ」と称する）３に接続することができる。
これによって、従来の装置では（移動電話装置に設けられた）小型表示装置（例えば、Ｌ
ＣＤ４）でしか表示できなかった内容（メールの内容や電話帳リスト等）を、大画面の外
部出力機器（例えば、ＴＶ３）で表示することができる。
【０００７】
図２は、同実施形態による移動電話装置の構成例を示すブロック図である。
なお、説明を分かりやすくするために、この図では、本装置の表示動作に関する構成のみ
を示している。
【０００８】
この図において、ＣＰＵ（中央処理装置）１０は、本装置の各部を制御する。
操作パネル１１は、例えば、複数のボタンからなり、本装置の操作・設定を行うために使
用される。また、操作パネル１１には、ＴＶ３による表示を選択するためのＴＶボタン（
図示略）が設けられている。また、操作パネルは、メールの入力・編集を行うために使用
される。
【０００９】
メールボックス１２は、例えば、バッテリバックアップされたＲＡＭ（ランダムアクセス
メモリ）からなり、メールデータを記憶する。メールデータは、テキストデータおよび画
像データ等からなる。
制御プログラムメモリ１３は、例えば、ＲＯＭ（リードオンリメモリ）からなり、ＣＰＵ
１０において用いられる制御用プログラムを記憶する。また、制御プログラムメモリ１３
には（本装置の）操作メニュー一覧も記憶されている。
【００１０】
送受信機１４は、アンテナ１５を介して、無線による送受信を行う。
電話帳メモリ１６は、例えば、書き換え可能な不揮発性メモリ（フラッシュロム，ＥＥＰ
ＲＯＭ等）からなり、使用者によって登録された個人データを記憶する。該個人データは
、登録相手の氏名，電話番号，住所，（顔写真等の）画像，パーソナルデータ等からなる
。
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【００１１】
上記メールボックス１２，制御プログラムメモリ１３，送受信機１４，電話帳メモリ１６
は、ＣＰＵ１０とバスで接続されている。故に、ＣＰＵ１０は、これらの構成要素との間
において、データの交換が可能である。
以下、これらの構成要素（メールボックス１２，制御プログラムメモリ１３，送受信機１
４，電話帳メモリ１６）を「表示ソース」と称し、該表示ソースから得られた（表示すべ
き）データを「表示データ」と称する。
【００１２】
レイアウト処理回路１７は、ＣＰＵ１０によって得られた表示データに基づいて、ＬＣＤ
４を駆動する。このとき、レイアウト処理回路１７は、予め決められたフォーマットに従
って該表示データをＬＣＤ４の画面上に配置する。
レイアウト処理回路１８は、ＣＰＵ１０によって得られた表示データをＶＲＡＭデータに
変換し、該ＶＲＡＭデータをフレームメモリ１９に書き込む。このとき、レイアウト処理
回路１８は、レイアウト設定手段２３によって指定されたフォーマットに従って該ＶＲＡ
Ｍデータをフレームメモリ１９に書き込む。
ビデオ信号生成回路２０は、フレームメモリ１９内のＶＲＡＭデータに基づいてビデオ信
号を生成し、該ビデオ信号をビデオ端子２１から出力する。
【００１３】
ビデオ端子２１には、該ビデオ端子２１にビデオケーブル２が接続されるとＯＮ状態とな
る接続検出ピン（図示略）が設けられている。
切換スイッチ２２は、接続検出ピンがＯＦＦ状態の場合には、ＣＰＵ１０とレイアウト処
理回路１７とを接続し、一方、接続検出ピンがＯＮ状態の場合には、ＣＰＵ１０とレイア
ウト処理回路１８とを接続する。
【００１４】
次に、上記構成による移動電話装置の表示動作を説明する。
図３は、本実施形態による移動電話装置の表示動作例を示すフローチャートである。
まず、使用者が本装置の電源を入れると、その表示動作処理は、ステップＳ１へ進む。
【００１５】
ステップＳ１では、表示データを、各種表示ソースから読み込んだ後、ステップＳ２へ進
む。
ここで、「表示データ」は、例えば、メールボックス１２内のメールデータ，制御プログ
ラムメモリ１３内の（本装置の）操作メニュー一覧，送受信機１４が現在受信しているリ
アルタイムの受信データ，電話帳メモリ１６内の個人データである。
【００１６】
ステップＳ２では、使用者によって終了操作が行われたか否かを判断する。この判断結果
が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ３へ進む。
ステップＳ３では、ビデオ端子２１にビデオケーブル２が接続されているか否かを判断す
る。この判断結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ４へ進む。
ステップＳ４では、使用者によって（操作パネル１１に設けられた）ＴＶボタンが押され
たか否かを判断する。この判断結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ５へ進む。
ステップＳ５では、ステップＳ１で読み込んだ表示データをＬＣＤ４に表示した後、ステ
ップＳ１へ戻る。
【００１７】
一方、ステップＳ３の判断結果が「ＹＥＳ」の場合、または、ステップＳ４の判断結果が
「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ６へ進む。
ステップＳ６では、切換スイッチ２２をレイアウト処理回路１８側へ切り換えた後、ステ
ップＳ７へ進む。
ステップＳ７では、ステップＳ１で読み込んだ表示データをＴＶ３に表示した後、ステッ
プＳ１へ戻る。
【００１８】
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本装置は、以上の処理を繰り返すことによって、表示を行う。
一方、ステップＳ２の判断結果が「ＹＥＳ」の場合、即ち、使用者によって終了操作が行
われた場合には、処理を終了する。
以上で、上記構成による移動電話装置の表示動作の説明を終了する。
【００１９】
以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても
この発明に含まれる。
たとえば、上述した一実施形態では、ＬＣＤとＴＶとのいずれか一方に表示するようにし
たが、条件によっては、ＬＣＤとＴＶとの両方に同時に表示するようにしてもよい。
【００２０】
同様に、上記実施形態では、ビデオケーブルが接続されている場合にはＴＶ表示を行うと
したが、ビデオケーブルが接続されている場合であっても（切換条件や設定によっては）
ＴＶ表示を行わないようにしてもよい。
【００２１】
また、上記実施形態では、表示装置の切換条件として、「ビデオケーブルの接続（ステッ
プＳ３）」と「ＴＶボタンの操作（ステップＳ４）」とを示したが、他の条件に基づいて
切り換えてもよい。該他の切換条件としては、移動電話装置のバッテリ残量や着信などが
考えられる。例えば、（ビデオケーブルが接続されていながら、使用者の設定によってＴ
Ｖ表示が行われていない場合であっても、）バッテリ残量が少なくなってきた場合には、
自動的にビデオ回路側に切り換えて、（警告のために）ＴＶ画面をフラッシュさせること
等が考えられる。
【００２２】
なお、これらの切換条件と（該切換条件によって選択される）表示装置との組み合わせは
、使用者によって設定可能としてもよい。
【００２３】
また、上記実施形態では、表示データとして、メールボックス１２内のメールデータ，制
御プログラムメモリ１３内の（本装置の）操作メニュー一覧，送受信機１４が現在受信し
ているリアルタイムの受信データ，電話帳メモリ１６内の個人データを使用したが、他の
表示ソースおよび表示データを使用してもよい。
【００２４】
また、上記実施形態では、外部出力端子として、ビデオ端子のみを設けたが、音声出力端
子も設け、ＴＶから音声が出力されるようにしてもよい。
【００２５】
また、上記実施形態では、外部出力信号として、ビデオ信号を使用したが、他の信号（例
えば、ＲＧＢ信号等）を使用してもよい。
このとき、接続されている表示装置の種類（ＴＶ，パソコン用モニタ等）に応じて出力信
号の生成方法、（即ち、出力信号の信号形式……ビデオ信号，ＲＧＢ信号等）を変更する
ようにしてもよい。
【００２６】
また、上記実施形態では、外部出力機器として、市販のＴＶ（即ち、ＣＲＴ）を使用した
が、他の表示装置（液晶ＴＶ，プラズマディスプレイ等）を使用してもよい。
【００２７】
また、上記実施形態では、メールボックス１２とフレームメモリ１９とを個別に設けたが
、この２つについては、１つのメモリを共有可能としてもよい。これによって、ビデオ出
力動作を行わないときには、フレームメモリ１９をメールボックス１２として使用するこ
とができ、その結果、より多くのメールを格納することができる。
【００２８】
また、上記実施形態では、本装置と外部出力機器とを有線で接続したが、電波や光を用い
た非有線によって接続してもよい。
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【００２９】
また、一般的に、移動電話装置のＬＣＤの画面レイアウトは設定不可能であるが、本発明
の場合、レイアウト設定手段２３が（レイアウト処理回路１８に対して）指定するレイア
ウト（例えば、メール表示時に、画像データを画面の右側に表示し、テキストデータを画
面の左側に表示する等）を使用者によって設定可能としてもよい。
なお、これらのレイアウトは、使用者が好みのレイアウトを独自に作成可能であるばかり
でなく、移動電話装置に予め記憶されたいくつかのレイアウトパターンの中から選択でき
るようにしてもよい。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、移動電話装置で表示すべき各種情報を大きくか
つ多量に表示することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の一実施形態による移動電話装置の使用例を示す説明図である。
【図２】　同実施形態による移動電話装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】　同実施形態による移動電話装置の表示動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１……移動電話装置、　２……ビデオケーブル、
３……テレビジョン装置、　４……液晶表示装置、
１７，１８……レイアウト処理回路、　１９……フレームメモリ、
２０……ビデオ信号生成回路、　２１……ビデオ端子、
２２……切換スイッチ、　２３……レイアウト設定手段

【図１】 【図２】
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